
前文について（淺見委員） 
 
Ａ 
 子どもは、生まれたときから一人ひとりが人としての権利をもち、かけがえ

のない世界にたった一人の大切な存在であり、幸せに生きる権利を持っていま

す。この権利は、人間が長い歴史の中で大変な努力をして手にしてきたもので

す。 

Ｂ 

 子どもは、社会の一員として尊重され、また、将来へ向けて社会を築いてい

く未来への「希望」です。 

Ｃ 

 子どもは、平和と豊かな環境のなかでこそ成長していくことができます。そ

して、その成長は、子どもが持つ権利を保障することによって可能となります

。 

Ｄ 

 子どもの権利を大切にすることは、子どもが自分で判断し、自信と誇りをも

って生きていくように励ますことです。それによって子どもは、自ら考え、責

任をもって行動できる大人へと成長していきます。 

Ｅ 

 子どもは、あらゆる差別や暴力を受けることなく、大人の愛情と理解をもっ

て育まれる中で、すこやかに成長します。 

Ｆ 

 大人は、子どもと誠実に向き合い、子どもの思いを受け止め、子どもの最善

の利益のために、ともに考え、支えていく責任があります。 

Ｇ 

 子どもは、大人とともに北広島市をつくっていくパートナーです。子どもが

参加し、子どもの視点（立場）に立って作られたたまちは、すべての人にとっ

てやさしいまちとなります。子どもは、責任ある社会の一員として尊重され、

大人とともに北広島市のまちづくりを担っていきます。 

Ｈ 

 私たちは、北広島市が平和を願うまちであることに誇りをもっています。平

和を誓うまち、ここ北広島市において、子どもは未来につなぐ希望であり、平

和の灯りをいつまでも絶やさないために、大切に育んでいかなければなりませ

ん。 

Ｉ 

 私たち北広島市民は、子どもが夢と希望を持ち、幸せに暮らせるまちづくり

を目指し、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の理念に基づき、北広島市

子どもの権利条例を定めます。 
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